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国土利用計画法の審査フロー
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〔審査フロー〕
○市町村長からの付された意見や関連部署に照会する
などで得られた意見を参考に利用目的の審査を実施

○届出に係る土地の利用目的の審査に当たっては、個
別法の「土地利用に関する計画」との整合性を確認す
るために、個別法担当部局との調整の中でそれら許可
等の見通しについて判断

○関連諸法律による許可基準の適用関係等についての
関連部局の意見が提出された場合には、これを十分
考慮して所要の勧告等の措置を講ずる

〔助言〕
○個別規制法に基づく必要となる手続き、協議先の明
示や利用目的の変更を促す（※）助言を実施
※届出時点で明確な個別法違反等がみられないため勧告は行
わないものの、個別法の許可手続きまでに必要な利用目的
の変更についての検討を促している



土地取引規制基礎調査概況調査
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【送付情報】

受付月、土地の所在
（大字又は丁目まで）、
全体地積、実取引面積、

取引区分 等

都道府県・
政令指定都市

法務省 国土交通省 【データ加工】速やかに提供

登記データ（筆単位・個人情報あり）電算化済
※取引価格情報のアンケート調査に活用

・番号や登記年月日情報等を
基に、筆単位を申請単位にま
とめる

・個人情報（土地所在地の地
番・権利取得者の情報）削除

・都計区域を１件毎に付加

・届出対象面積を抽出し、都
道府県・政令指定都市ごとに
区分

※併せて公開用データ等作成

国土交通省
速やかに送付

登記データ（申請単位・個人情報なし・都計区域あり・届出対象面積を抽出) 大規模な土地取引約3.0万件／年（R6年）

国土交通省
ホームページ

登記データ（申請単位・個人情報なし・都計区域あり） 約157万件／年（R6年）

※地域別の
件数と面積を公表

約312万件／年（R6年）

毎月提供

翌々月上旬に
提供

【国土交通省】

【都道府県】

○国土交通省から提供され登記データの活用
○登記簿、登記済通知書の閲覧
○市町村からの情報提供、各種広告媒体からの情報収集 など

○法務省から登記データの提供を受け、届出対象となる申請単位へデータを加工、大規模取引を抽
出し、都道府県等へ情報提供



国土利用計画法の届出情報の区分
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住宅（※）

商業施設（※）

別荘（※）

利用目的について、現在の区分の細分化や、特に近年増加す
る類型の追加（例：太陽光発電など）など、的確に把握するため
の届出集計項目の見直しを検討

・届出分析の充実新たな措置

○住宅、商業施設、別荘については、詳細な目的別に集計

○太陽光発電施設、系統用蓄電池などの利用目的について、
未区分

○項目がない場合は、担当者によって入力内容にばらつき

生産施設
レクレーション施設
ゴルフ場
別荘
林業
農業・畜産業・水産業
駐車場
病院等その他の利用目的
資産保有・転売等目的
その他

不動産業
建設業
金融・保険業

○業種は、これまで不動産業ほか６業種で集計

○太陽光発電事業者、電気事業者からの届出が体系的に
未集計

製造業
商業
運輸業
その他

〔譲受人・譲渡人の区分〕

〔利用目的〕

（※）自用目的、賃貸目的、販売目的別に集計


